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台風２１号接近に伴う措置についてのお知らせ 

 

初秋の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申しあげます。 

さて、台風２１号が明日（４日）に接近するという予報が出されています。台風などの

非常災害時には、大阪市教育委員会の指示により裏面の要領で対処いたしますので、ご家

庭におかれましては、気象情報等の報道にご注意いただき、子どもの安全には十分ご配慮

くださいますようお願いします。 

登校後、集団下校する必要が生じた場合の対応について、事前に対応方法を把握して

おきたいと考えていますので、下記に記入の上、明日（４日）にご提出ください。 

 

記 

 

登校後、「暴風警報」「特別警戒警報」が発令された場合 

授業をとりやめ、下校します。（連絡はメール、電話、ホームページで行います。） 

 その際、教職員付き添いで集団下校をしますが、下校時に保護者が不在になる場合もあろう

かと思われますので、下記の対応方法に記入の上、ご提出いただきますようにお願いします。

予定が変わった場合は、学校まで連絡をお願いします。電話がなかなかつながらない場合があ

るかもしれませんがご了承いただきますようお願いします。 

 

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

４日（火）の対応について（登校した場合、提出してください） 
 

 （     ） 集団下校で下校します。 

 

 

 

 

 

 

 （     ） 児童下校時不在なので、学校で待機します。 

          

時ごろ迎えにいきます。（17 時までにはお迎えをお願いします。） 

 

 

 

         年    組   児童名              名                

自宅以外に下校する場合（例：祖父宅） 

       宅 

住所： 

電話： 



非常災害時（台風など）に対する措置について 

 

 

 

 

 

 

 

 
 警報発令の場合は、「児童いきいき活動」は中止となります。 

 

 緊急メールシステムをまだ登録しておられない方は、この機会にぜひ登録をお願いします。 

 携帯のＱＲコード読み取りシステムからご利用ください。 

 

１． 午前７時の時点で「大阪市」に「暴風警報」もしくは「特別警戒警報」が

発令されているときは、臨時休業とします。 

※ 「大雨洪水警報」発令では、臨時休業とはなりません。 

※ 現在、警報や注意報は、大阪府を５つの地域に細分化して発表されて

います。「大阪市」に関する情報にご注意ください。 

 

２． 児童登校後に「暴風警報」もしくは「特別警戒警報」が発令された場合、

児童の安全を考え、早い目に授業を切り上げ、地域ごとに集団下校させま

す。 

 

３． 台風以外でも、地震等により、午前７時現在、ＪＲ大阪環状線、大阪市営

地下鉄（ニュートラムをふくむ）のどちらもが全面運休している場合、学

校は臨時休業とします。 

 


